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平成３０年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の概要 

 

 

 

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、地方公共団体は、財政の健全性を判断するため

の指標（健全化判断比率）と、公営企業ごとに経営状況を明らかにする指標（資金不足比率）を公表するこ

ととされています。 

また、この各指標が一定の基準以上になった場合は、財政の早期健全化や財政の再生を図るための計

画作成等が必要になります。 

 

 

Ⅰ 健全化判断比率 

全ての指標について、早期健全化基準を下まわっています。 

 

 実質赤字比率 
連結実質 

赤字比率 

実質公債費 

比率 
将来負担比率 

相模原市 赤字は無い 赤字は無い ２．７％ ３３．３％ 

早期健全化基準 １１.２５％ １６.２５％ ２５％ ４００％ 

財政再生基準 ２０％ ３０％ ３５％  

 

 

 

早期健全化基準とは 

健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上となった場合、財政健全化団体とな

り、財政健全化計画の策定・公表をしなければなりません。 

 

財政再生基準とは 

実質赤字比率、連結実質赤字比率または実質公債費比率のいずれかが財政再生基準以

上となった場合、財政再生団体となり、財政再生計画の策定・公表をしなければなりま

せん。また、地方債の発行が制限されます。 

 

 

 

 

 

 

 

詳細は次ページ以降をご覧ください。 
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○ 実質赤字比率 

一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実質赤字比率 ＝ 

一般会計等の 
実質赤字額 

標準財政規模 

（単位：千円） 

 対象となる会計 実質収支額 

 

一般会計 8,375,681 

母子父子寡婦福祉資金貸付 
事業特別会計 

▲ 6 

 
公共用地先行取得事業 
特別会計 

0 

 公債管理特別会計 0 

 
麻溝台・新磯野第一整備地区 
土地区画整理事業特別会計 

752 

実質収支額 計  8,376,427 

一般会計等の実質赤字額 ａ 赤字は無い 

標準財政規模 ｂ 170,358,582 

実質赤字比率 ａ／ｂ ※1 ― 

※1 実質収支が黒字となり実質赤字額が生じない
ため、実質赤字比率は算定されません。 
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○ 連結実質赤字比率 

全会計（財産区特別会計を除く）を対象とした連結実質赤字額の標準財政規模に対する比率 

 

連結実質赤字比率 ＝ 
連結実質赤字額 

標準財政規模 

 

 

（単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対象となる会計 実質収支額   対象となる会計 資金不足･剰余額 

 一般会計 8,375,681   下水道事業会計 2,694,860 

 
母子父子寡婦福祉資金貸付 
事業特別会計 

▲ 6   簡易水道事業特別会計 53,416 

 
公共用地先行取得事業 
特別会計 

0  資金不足･剰余額 計    ② 2,748,276 

 公債管理特別会計 0  連結実質収支額 ①＋② 15,810,917 

 
麻溝台・新磯野第一整備地区
土地区画整理事業特別会計 

752  連結実質赤字額 ａ 赤字は無い 

 

国民健康保険事業特別会計 
（事業勘定） 

3,321,522 

 

標準財政規模 ｂ 170,358,582 

国民健康保険事業特別会計 
（直営診療勘定） 

6,807 連結実質赤字比率 ａ／ｂ ※2 ― 

 自動車駐車場事業特別会計 75,871 
※2 連結実質収支が黒字となり連結実質赤字額が生じ 

ないため、連結実質赤字比率は算定されません。 

 介護保険事業特別会計 1,079,884 

 後期高齢者医療事業特別会計 202,130 

実質収支額 計 ① 13,062,641 

実質赤字比率、連結実質赤字比率ともに、算定初年度（平成１９年度決算）から、全会計で

赤字は発生していません。 
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○ 実質公債費比率 

一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率 

 

 

実質公債費比率 ＝

（３か年平均） 

(地方債の元利償還金＋準元利償還金)－(特定財源 
＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額) 

標準財政規模 
－(元利償還金･準元利償還金に係る基準財政需要額算入額) 

 

 

 

（単位：千円） 

決算年度 平成３０年度 平成２９年度 平成２８年度 

  地方債の元利償還金 22,381,417 22,371,237 21,826,690 

  準元利償還金 8,138,601 7,887,269 7,709,773 

元利償還金･準元利償還金 計 ａ 30,520,018 30,258,506 29,536,463 

特定財源 ｂ 8,688,486 8,519,827 8,530,367 

元利償還金･準元利償還金に 
係る基準財政需要額算入額 

ｃ 18,046,300 17,540,407 17,303,285 

標準財政規模 ｄ 170,358,582 168,376,452 141,603,637 

実質公債費比率(単年度) 
a-(b+c) 
ｄ-ｃ 

２．５％ ２．８％ ３.０％ 

実質公債費比率(３か年平均) ２．７％ ２．９％ ２.９％ 

 

準元利償還金とは 

公営企業債の償還に充当された一般会計等からの繰出金や、債務負担行為に基づく支出

のうち公債費に準ずるもの等。 

 

 

 平成３０年度決算に基づく実質公債費比率は、元利償還金等が増加したものの、地方交付

税措置のある事業債に係る元利償還金の比率が増加したことや、標準財政規模が市税の増

収等により増加したため、前年度と比べると単年度では０．３ポイントの減、３か年平均は０．２

ポイントの減となりました。 
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○ 将来負担比率 

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率 

 

将来負担比率 ＝ 

将来負担額－(充当可能基金額＋特定財源見込額 

＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額) 

標準財政規模 

－(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額) 

 

 

 

（単位：千円） 

決算年度 平成３０年度 平成２９年度 増減 

  地方債の現在高 283,801,861 275,796,696  8,005,165 

  
債務負担行為に基づく 
支出予定額 

21,442,373 23,815,795 ▲ 2,373,422 

  公営企業債等繰入見込額 40,311,830 40,798,102 ▲ 486,272 

  組合負担等見込額 0 0 0 

  退職手当負担見込額 43,418,974 46,361,214 ▲ 2,942,240 

  設立法人の負債額等負担見込額 2,133,409 2,462,466 ▲ 329,057 

  連結実質赤字額 0 0 0 

  
組合等連結実質赤字額負担 
見込額 

0 0 0 

将来負担額 計 ａ 391,108,447 389,234,273 1,874,174 

  充当可能基金額 33,638,216 28,669,286 4,968,930 

  特定財源見込額 69,937,560 73,694,244 ▲ 3,756,684 

  
地方債現在高等に係る 
基準財政需要額算入見込額 

236,792,745 227,997,770 8,794,975 

充当可能財源等 計 ｂ 340,368,521 330,361,300 10,007,221 

標準財政規模 ｃ 170,358,582 168,376,452 1,982,130 

元利償還金･準元利償還金に 
係る基準財政需要額算入額 

ｄ 18,046,300 17,540,407 505,893 

将来負担比率 
ａ-ｂ 
ｃ-ｄ 

３３．３％ ３９．０％ ▲ ５．７ 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度決算に基づく将来負担比率は、標準財政規模が市税の増収等により増加し

たことに加え、基金残高の増加や起債残高のうち地方交付税措置のある事業債に係る残

高の比率が増加したことにより、前年度と比べると５．７ポイントの減となりました。 
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Ⅱ 資金不足比率 

公営企業を対象とした資金不足額の事業規模に対する比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象となる会計 資金不足比率 経営健全化基準 

下水道事業会計 資金不足は無い 
２０％ 

簡易水道事業特別会計 資金不足は無い 

   

 

経営健全化基準とは 

資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合、経営健全化団体となり、基

準以上となった公営企業ごとに、経営健全化計画の策定・公表をしなければなり

ません。 

 
 
 
 
 

資金不足比率 ＝ 
資金の不足額 

事業の規模 

算定初年度（平成１９年度決算）から、全ての公営企業において、資金不足は生じて

いません。 


